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Chapter １

我が国の脱炭素社会に向けた動向
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投資責任原則からESG情報の開示へ
投資責任原則（PRI）

2006年に国連が機関投資家に対し、ESGを投資プロセスに
組み入れる「責任投資原則」（PRI）を提唱。
経済発展の一方で、地球温暖化や生物多様性等の環境問
題、労働環境や人権等の社会問題、不祥事等の企業統治の
問題が浮上
投資家は受益者や顧客にとって最善の利益のために行動する
責任があるとし、投資の意思決定の際にESGを考慮すべき

ESG投資
環境（Environment）、社会（Social）、企業統治
（Governance）を考慮した投資手法

資料）年金積立金管理運用独立行政法人 https://www.gpif.go.jp/esg-stw/esginvestments/
責任投資原則リーフレット https://www.unpri.org/download?ac=14736

ESG情報を開示
（サステナビリティ情報開示基準等の活用）
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サステナビリティ（気候関連）情報開示の国際的イニシアティブ
企業の気候変動対策について情報開示・評価を促進する国際的イニシアティブの影響力
が拡大。我が国の企業も多数賛同。

賛同企業等に対して、気候変動に伴うリスクと機会について情報開示を推奨
①ガバナンス（企業統治に反映） ③リスク管理（リスクの特定・評価）
②戦略（経営に与える影響） ④指標と目標（進捗度）

世界で4,925企業・機関、我が国で1,488企業・機関が賛同（2023年11月時点）※１
TCFD は 2023 年 10 月に解散し、今後は国際サステナビリティ基準審議会
（ISSB）がその責任を引き継ぐことになった。※１

TCFD 
気候関連財務情報開示タ
スクフォース

パリ協定の長期目標（世界の平均気温上昇を産業革命以前と比べて2度より十分低
く保ち、1.5度以内に抑える努力をする）と整合し、5～15年先を目標年として企業が
設定するGHG排出の削減目標。
1.5度に対する削減目標でSBT認定を取得した企業は、世界で5,179社、我が国で
1,030社（2024年7月時点）※２

SBT
科学的根拠に基づいた目
標設定

資料）TCFDコンソーシアム https://tcfd-consortium.jp/about
TCFD（英語） https://www.fsb-tcfd.org/
国土交通省, 不動産分野における気候関連サステナビリティ情報開示対応のためのガイダンス 不動産分野 TCFD 対応ガイダンス改訂版 2024（令和 6）年3月 （※１）
環境省,「SBT（Science Based Targets）について」 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/files/SBT_syousai_all_20210810.pdf
WWFジャパン https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/409.html （※２）
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企業に対するサステナビリティ情報開示の要求

出典）環境省,サステナビリティ（気候・自然関連）情報開示を活用した経営戦略⽴案のススメ, 2024.3

各国・機関投資機関が2050年カーボンニュートラル等の脱炭素目標を宣言する中、企業
も脱炭素が求められるようになり、我が国においてもGHG排出量の含んだサステナビリティ
情報の開示が要求されるように。
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有価証券報告書等によるサステナビリティ情報の開示
2023年1月に内閣府令等改正により、有価証券報告書等に「サステナビリティに関する
考え方及び取組」の記載欄が新設された。
TCFD等の国際的な枠組みと整合させ、①ガバナンス、②戦略、③リスク管理、④指標及
び目標の開示（GHG排出量の削減目標と実績値等）を求めている

資料）金融庁,サステナビリティ情報の開示に関する特集ページ https://www.fsa.go.jp/policy/kaiji/sustainability-kaiji.html
サステナビリティ情報の記載欄の新設等の改正について（解説資料）
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サステナビリティ（気候関連）の開示（SBBJ基準の義務化）
ISSB気候関連開示（S2基準）に、GHG排出量Scope３の開示が要求されている。
SSBJ基準については、金融庁が有価証券報告書でのサステナビリティ開示基準にすること
を検討しており、2027年3月期から義務化する案が出ている。

ISSB基準の公開草案Ｓ２基準（2022年3月31日公表）の概要

（注1）Scope 1：事業者自らによる温室効果ガスの直接排出、Scope 2 : 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出、Scope 3 : Scope 1、Scope 2以外の間接排出（事業者の活動に
関連する他社の排出）

資料）
金融庁,企業内容等の開示に関する内閣府令等改正の解説～サステナビリティ開示の導入等～（2023年３月）
SSBJ（ステナビリティ基準委員会）,サステナビリティ基準委員会がサステナビリティ開示基準の公開草案を公表
（2024年3月29日）
日経ESG, ISSB開示、27年にも義務化 サステナビリティ開示の国内基準が明らかに, 2024年05月20日

SSBJ基準（公開草案）とISSB基準の主な違い SSBJ基準の適用スケジュール（見込み）
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脱炭素も含んだ気候関連のリスクに備える経営戦略

出典）環境省,サステナビリティ（気候・自然関連）情報開示を活用した経営戦略⽴案のススメ, 2024.3

不確実性の高い気候変動に対応するにあたって気温上昇幅と脱炭素トレンドの両極端の
シナリオに備えておくことで企業経営を盤石に。



© 2024 Japan Institute of Country-ology and Engineering-9-

TCFD（気候関連）からサステナビリティ（気候関連＋自然関連）へ

1. はじめに
2. シナリオ分析実践のポイント
3. セクター別シナリオ分析実践事例
4. シナリオ分析開示事例（国内外）
5. シナリオ分析参考パラメータ・ツール

第1章 はじめに
第2章 TCFDシナリオ分析 実践のポイント
第3章 自然関連情報開示に向けて

3-1. TCFDとTNFDの関連性
3-2. TNFDの開示事例
3-3. 分析ツール

別添
第1章 TCFDシナリオ分析 参考資料
第2章 インターナルカーボンプライシング

2023年3月 2024年3月

環境省の実践ガイドは、TCFDからサステナビリティ（気候・自然関連）に変更。
国土交通省の不動産分野におけるガイダンスも、TCFDから気候関連サステナビリティ情
報開示に変更。
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我が国のカーボンニュートラル実現に向けた取り組み（1）
第203回国会・菅 前内閣総理大臣所信表明演説（2020（令和2）年10月26日）

2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素
社会の実現を目指す。

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（2020（令和2）年12月25日）
温暖化への対応を、経済成長の制約やコストとする時代は終わり、「成長の機会」と捉える時代に突入。
実際に、研究開発方針や経営方針の転換など、「ゲームチェンジ」が始まっている。この流れを加速すべく、グリー
ン成長戦略を推進する。
「イノベーション」を実現し、革新的技術を「社会実装」する。これを通じ、2050年カーボンニュートラルだけでなく、

CO2排出削減にとどまらない「国民生活のメリット」も実現する。

地球温暖化対策推進本部、気候変動サミット（2021（令和3）年4月22日）
2050年カーボンニュートラルと整合的で野心的な目標として、2030年度に温室効果ガスを2013年度から
46％削減することを目指すこと、さらに50%の高みに向け挑戦を続けることを表明。

パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（2021（令和3）年10月22日閣議決定）

日本のＮＤＣ（国が決定する貢献）（2021（令和3）年10月22日地球温暖化対策推進本部
決定）
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我が国のカーボンニュートラル実現に向けた取り組み（2）
岸田 内閣総理大臣施政方針演説（2022（令和4）年1月17日）

2030年度46%削減、2050年カーボンニュートラルの目標実現に向け、単に、エネルギー供給構造の変
革だけでなく、産業構造、国民の暮らし、そして地域の在り方全般にわたる、経済社会全体の大変革に取り
組みます。

GX実現に向けた基本方針（2023（令和5）年2月10日閣議決定）
GXを加速させることで、エネルギー安定供給と脱炭素分野で新たな需要・市場を創出。

GX推進法（2023（令和5）年6月30日施行）
GX推進戦略の策定・実行、GX経済移行債の発行、成長志向型カーボンプライシングの導入、GX推進
機構の設立の法定化。

GX推進戦略（2023（令和5）年7月28日閣議決定）
カーボンニュートラルを宣言する国・地域が増加（GDPベースで9割以上）。
「GX実現に向けた基本方針」の閣議決定及び関連２法（GX推進法・GX脱炭素電源法）の成立によって、
「成長志向型カーボンプライシング構想」等を具体化。

分野別投資戦略（2023（令和5）年12月22日とりまとめ）
電気・熱配分後排出量の多くを占める産業部門などの排出削減を効果的・効率的に実現する技術のうち、
特に産業競争力強化・経済成長に効果の高いものに対して、GX経済移行債を活用した「投資促進策」を
講じていく。

※2024年5月15日 GX推進機構設立
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分野別投資戦略（2023（令和5）年12月22日とりまとめ）

出典）経済産業省, GX実現に向けた投資促進策を具体化する「分野別投資戦略」を取りま
とめました, 2023年12月22日

GX経済移行債を活用した重点16分野（建設現場に関係の深い鉄鋼、セメントを含
む）の投資促進策等を取りまとめ。

重点16分野
鉄鋼、化学、紙パルプ、セメント、自動車、蓄電池、航空機、SAF、船舶、くらし、資源循環、半導体、水素等、次
世代再エネ（ペロブスカイト太陽電池、浮体式等洋上風力）、原子力、CCS
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我が国の脱炭素社会に向けた動向（まとめ）

カーボンニュートラルを宣言する国・地域はGDPベースで9割以上。
我が国は、GHG排出量を2030年度に2013年度比46％削減、2050
年までにカーボンニュートラルの実現を目指している。
建設分野に関係が深いCO2多排出産業である鉄鋼、セメントでは、GX
経済移行債を活用した取り組みが進められている。
ESG投資を受けるため、民間企業はGHG排出量の削減目標等を含んだ
サステナビリティ情報の開示が要求されている。
情報開示は、TCFD（気候）からサステナビリティ（気候＋自然）へ。
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Chapter 2

インフラ分野のCO2排出量の現状と
排出量算定方法の必要性
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2030年度目標及び2050ネットゼロに対する進捗

※ 令和６年５月１３日開催 GX実行会議（第１１回）資料２「2050年ネットゼロ実現に向けた国内・国際動向」（伊藤環境大臣提出資料）
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我が国のCO2排出量の1割強を占める建設分野
我が国全体の約13％は、建設分野（インフラ等の整備が直接的に関わるもの）。
そのうち、鉄鋼、セメント等の主要な建設材料生産と建設輸送が大半を占める。

風力 約4.8%

地熱 約1.5%

廃棄物・バイオマス
約5.7%

再エネ創出

太陽光 約48.0%2013年 約0.64億 t-CO2

約0.05億
t-CO2

約0.41億
t-CO2

約0.04億
t-CO2

約0.01億
t-CO2

約0.34億
t-CO2

我が国のCO2排出量（2022年） ※２

約10.4億 t-CO2 （2013年比 21.2%減）

インフラ等の
整備が直接的
に関わるもの

約13％

インフラ整備等
により削減に

貢献できるもの

約49％

建設機械
約0.07億

t-CO2
鉄鋼、セメント、

建設輸送
約1.28億

t-CO2

約1.41億
t-CO2

約0.27億
t-CO2

約3.38億
t-CO2

建設現場における
直接的な排出 約0.7％

主要な材料生産と建設輸送
間接的な排出 約12.4％

道路利用
（建設輸送を除く）

約13.6％※

家庭やオフィス、商業施設等
約32.6%

鉄道・船舶・航空輸送
約2.6%

2013年 約13.2億 t-CO2

その他
約3.95億

t-CO2

約38.1％

我が国の再生可能エネルギー発電量（2022年）※１

約0.85億 t-CO2 （2013比 32.8％増）

水力 約40.0%

※建設輸送を含むと約15.9%

※１「総合エネルギー統計」(2013/2022)、「温対法に基づく事業者別排出係数の算出及び公表について」(2012/2021年度実績)に基づき、（一財）国土技術研究センターが試算。
※２ インフラ分野に関係する排出量については、「日本の温室効果ガス排出量データ」（1990-2022年度確報値）、「総合エネルギー統計」、「自動車輸送統計調査」、「普通鋼地域別用途別受注統計」

（いずれも2022年確報値）に基づき、（一財）国土技術研究センター試算。なお、鉄鋼以外の金属材料製造や土砂以外の建設廃棄物処理等、インフラ分野に関係するがその他に含まれるものがある。
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GX実現に向けた国土交通省の取り組み（建設材料）

資料）中央環境審議会地球環境部会地球温暖化対策計画フォローアップ専門委員会・産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員会 合同会合（第2回）, 2024年5月24日
資料7 GXの実現に向けた国土交通省の取組について
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GX実現に向けた国土交通省の取り組み（建設機械）

資料）中央環境審議会地球環境部会地球温暖化対策計画フォローアップ専門委員会・産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員会 合同会合（第2回）, 2024年5月24日
資料7 GXの実現に向けた国土交通省の取組について
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建設分野における2030年度の目標達成見込み
2013年の排出量を100とした場合、建設分野は2030年に75.1と予測され、目標54.0
（2013年比46％削減）の達成には一層の取組が必要。

資料）社会資本整備審議会・交通政策審議会 技術分科会 技術部会 第1回分野横断的技術政策ワーキンググループ（2024年6月14日） https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001749146.pdf
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建設現場における脱炭素化の推進

脱炭素調達を運用するためには、建設現場における統一的な排出量の算定手法
が必要。

建設各社の情報開示や排出量の目標設定等は、各社の考え方で算定・評価している現状
⇒ 建設現場に排出量について、統一された考え方は整理されていない。
現場条件等を踏まえた一品生産。元請け、下請け、専門工事業者等が一体となった施工
⇒ 建設現場特有の産業構造を踏まえた算定手法が必要

CO2排出の１割強を占める建設現場の脱炭素化を本格的に推進し、社会的な
役割を果たすべき。

コンクリート塊の再資源化等、以前からの取組の継続
CO2吸収コンクリート等の低炭素建設材料の採用、低炭素建設機械の導入等
GX経済移行債を活用した低炭素建設材料生産への転換（水素還元製鉄技術等）

公共土木工事における建設現場におけるCO2排出削減の工夫について、脱炭素調達
や脱炭素技術の開発・社会実装を進めるべき。

建設業の企業価値の向上
インフラの価値向上
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排出量算定方法に関する政府全体の取り組み

資料）GX 実現に向けた基本方針～今後 10 年を見据えたロードマップ～, 2023年2月10日閣議決定
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/pdf/kihon.pdf

GX実現に向けた基本方針（R5.2.10閣議決定）
5．社会全体の GX の推進
（2）需要側からの GX の推進

2) カーボンフットプリント等の排出量の見える化を含めた新たな需要創出策

グリーン製品の市場拡大やイノベーション促進のための需要創出が、GX の実現に向けては
鍵となる。既に市場に一定程度普及している低炭素製品については、官民による調達を更に
拡大するため、カーボンフットプリント、環境ラベルの活用等を進めるほか、グリーン購入法14等
において調達すべき製品の判断基準や算定方法等について、見直し、検討を行う。また、革
新的技術・製品の需要創出のためには、製品・技術の革新性や調達実現に対するインセン
ティブ付与など、購入主体等の特性を踏まえつつ、需要を拡大するための適切な方策を検討
する。
さらに、自らの直接排出や購入電気等による間接排出だけでなく、サプライチェーン全体で

の排出削減と製品・産業の競争力強化を図る観点から、カーボンフットプリントの算定等に
関するガイドラインを、2022 年度内を目途に策定し、ガイドラインに準拠して算定等された
グリーン製品の官民による調達を推進する。
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サプライチェーン全体の排出量とGHGプロトコルによるScop3
GHGプロトコルによる「Scope3基準」の策定

サプライチェーン排出量が、各社の“勝手ルール”で算定された時代から、“グローバルスタンダー
ド”が登場し、皆が同じルールで算定する時代へ

企業の環境評価におけるScope3設問の定着。CDP、GRIによるScope3の開示要求
企業評価、情報開示の世界でも、Scope3排出量の算定と開示は当たり前に

環境省 サプライチェーン排出量 詳細資料 ＜2023年3月1日リリース＞
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カーボンフットプリントガイドライン(CFPガイドライン)

資料）サプライチェーン全体でのカーボンニュートラルに向けたカーボンフットプリントの算定・検証等に関する検討会 報告書（2023年3月31日）
カーボンフットプリント レポート及びカーボンフットプリント ガイドラインの概要
経済産業省 環境省,vカーボンフットプリントガイドライン, 2023年5月

経済産業省と環境省により、2023年5月に策定されたガイドライン。
全ての算定者に求められる 「基礎要件」と、「比較されることが想定される場合」(公共調達
など、CFPを基にした他社製品との比較が想定される場合)の追加的要件を整理。
公共調達等においてCFPを活用して異なる企業の製品比較を行う際に必要となる「製品
別算定ルール」に盛り込むべき事項を本ガイドラインに明記することで、業界団体等におけ
る「製品別算定ルール」の策定が促進され、公共調達等にも活用されることが期待される。
公共調達のように特に公平性が求められる場合においては、企業に対し過度の負担かつ
契約における過度の障壁とならないことを前提とし、検証を要求することが望ましい。
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インフラ分野のCO2排出量の現状と排出量算定方法の必要性（まとめ）

2013年度比46％削減達成には、建設分野において一層の取組が必要。
我が国全体の約13％は建設分野であり、インフラのライフサイクル全体での
カーボンニュートラルを推進が必要。
現状では、建設各社の個々の考え方で排出量を算定し、サステナビリティ
情報開示に対応。
今後、「 勝手ルールで算定する時代」から「皆が同じルールで算定する時
代」へ。
特に公平性が求められる脱炭素調達の実装には、建設現場における排出
量の統一的な算定手法が必要。
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Chapter ３

建設現場における
サプライチェーン排出量の算定手法
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インフラ分野における建設時のGHG排出量算定マニュアル案

資料）国土交通省 国土技術政策総合研究所 社会資本マネジメント研究センター建設経済・環境研究室 https://www.nilim.go.jp/lab/pcg/result.html

国総研建設経済・環境研究室により2023年６月
に作成されたマニュアル案（JICE技調グループが受
託した業務で作成支援）。

本マニュアルは、サプライチェーン全体の排出を考慮す
ることを目指し、GHGプロトコル等の国際標準に沿っ
て策定された「サプライチェーンを通じた温室効果ガス
排出量算定に関する基本ガイドライン(ver.2.5) 環
境省、経済産業省」に整合させている。

また、ライフサイクル全体の観点を踏まえるため、国土
技術政策総合研究所プロジェクト研究報告「社会資
本のライフサイクルをとおした環境評価技術の開発」
「社会資本等の維持管理効率化・高度化のための
情報蓄積・利活用技術の開発」や「カーボンフットプ
リントガイドライン 環境省、経済産業省」との整合
性を考慮している。
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インフラ分野における建設時のGHG排出量算定マニュアル案

資料）国土交通省 国土技術政策総合研究所 社会資本マネジメント研究センター建設経済・環境研究室 https://www.nilim.go.jp/lab/pcg/result.html

マニュアル案 目次

1. 総説
1.1. 背景
1.2. 目的
1.3. 位置付け
1.4. 適用範囲
1.5. 構成

2．算定の基本的考え方
2.1. 算定の考え方
2.2. 算定対象範囲
2.3. 算定する排出量
2.4. 各Scope、各カテゴリの算定対象とする活動
2.5. 間接工事費及び一般管理費について

3. 建設工事における標準排出量等の算定方法
3.1. 算定方法の概要
3.2. 活動量と排出原単位の取得方法
3.3. 施工パッケージ型積算方式の取扱い
3.4. 市場単価方式、土木工事標準単価の取扱い
3.5. 活動量の単位換算に使用する資料について
3.6. 輸送、配送の算定方法について

付録. 排出量の具体的な算定方法・算定事例
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インフラの
ライフ
サイクル

インフラの管
理者・所有者

インフラの管
理者・所有者

国民や企業等元請、下請、
専門工事業者
等

行政や建設コ
ンサルタント、
設計会社、
測量会社等

GHG排出に
関わる者

老朽化したイ
ンフラの廃止
や解体等する
ことによる排
出

インフラを利
用できる状態
を保つための
日常管理や点
検、損傷の補
修・修繕等に
よる排出

インフラを利
用して、人・
モノ等が移動
することによ
る排出

建設機械、建
設材料、燃料、
電力等の製造、
輸送、使用等
のサプライ
チェーンを通
じた排出

現地や事務所
等での計画・
調査・設計活
動による排出

GHG排出
の例

-28-

建設現場の施工段階を対象とした検討
インフラのライフサイクル全体での排出のうち、建設現場の施工段階に着目する。

計画・調査・
設計段階

供用段階
維持管理段階

更新又は
廃棄段階

施工
段階

インフラ分野における建設時のGHG
排出量算定マニュアル案の概要
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建設現場のサプライチェーン排出量の考え方

・購入する材料等の製造

・調達する燃料、電気の製造

・建設機械、材料等の現場までの輸

送（※1)

・現場で発生する廃棄物の輸送や処

理（※1)

・従業員の出張や通勤（※1)

など

(※1:購入先の車両や公共交通による

輸送・移動、処理等）

・現場での建設機械の稼働に伴う

燃料、電気の使用

・現場で発生する土砂等の運搬(※2)

・現場発生品、支給品の運搬(※2)

など

(※2：元請・下請等の車両による

稼働、運搬等）

・インフラを利用した人・モノ等の

移動・輸送

・維持管理（情報提供や照明、巡回

等の日常管理、定期点検、損傷の

修繕等）

・老朽化したインフラの更新・廃棄

など

建設機械、材料等の調達に
よるGHG排出

基
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
け
る

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
排
出
量

の
考
え
方

建
設
現
場
に
置
き
換
え
た
場
合
の

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
排
出
量

の
考
え
方

建設現場での施工
によるGHG排出

インフラの供用・維持管理
によるGHG排出

環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガ
イドライン」における、Scope1、Scope2、Scope3の15のカテゴリを上流・下流に区分。
これを建設現場に置き換えて整理。

インフラ分野における建設時のGHG
排出量算定マニュアル案の概要
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工事積算を活用した算定手法

活動量 ： 直接工事費の機械・労務・材料の数量により把握
設計図書から標準的に用いる建設機械や原材料、燃料等の数量を取得。
例 機械の稼働時間×時間当たり燃料消費量（又は定格出力）、搬送距離×車両の燃費

原材料の重量（トン）、施工に使用する原材料の体積（ｍ３）
直接工事費でも数量の把握に手間がかかるもの、共通仮設費、現場管理費にあたる活動で率計
上されるもの等は、当面、算定対象外（なお、今後、継続的に精査）
一般管理費は、建設現場にかかる費用ではないので、除外

CO2排出量 ＝ 「活動量」 × 「排出原単位」

排出原単位 ： 燃料や電力、原材料等の単位当たりのCO2排出量を表す係数
地球温暖化対策法に基づく算定・報告・公表制度（SHK制度）における排出係数
環境省の産業連関表に基づく排出原単位データベース
一般社団法人サステナブル経営推進機構（SuMPO）の排出原単位データベース「IDEA」 等

インフラ分野における建設時のGHG
排出量算定マニュアル案の概要



© 2024 Japan Institute of Country-ology and Engineering-31-

標準排出量・脱炭素技術適用後排出量

標準排出量
⇒ 工事積算で標準的に用いる建設機

械や原材料、燃料等を用いて「活動
量」 を把握、 「排出原単位」は公
開されているデータベース等を使用

脱炭素技術適用後排出量
⇒ 受注者（元請け、下請け、専門工

事業者等）が、脱炭素技術・工法
等を用いて施工する場合、その「活動
量」と「排出原単位」を用いて求める
排出量

排出削減量
⇒ Σ「標準排出量」ーΣ 「脱炭素技術

適用後排出量」

インフラ分野における建設時のGHG
排出量算定マニュアル案の概要
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算定結果の活用策の提案

1. 排出量が大きい活動や削減ポテンシャルの大きい活動を特定
• 合理的な排出削減対策の検討に繋つながる。
• 建設現場のサプライチェーンの裾野は広いため、建設業だけでは解決が困難な削減対策

（Scope3）についても、連携して技術開発等を図る。

2. 戦略的・計画的に取り組むための検討材料となる
• 計画・設計段階から建設材料の選定や工法等の工夫の検討が可能に。
• GX推進やカーボンプライシングの動向等も見据え、排出量削減に取り組むことが可能に。

3. 建設業の脱炭素化の取組について説明責任を果たす
• 建設業の企業価値の向上、国民のインフラ整備に対する理解向上、担い手確保（モ

チベーションアップ、新規入職者の増加）等が期待。
• 統一的なサプライチェーン排出量の考え方が整理されることで、開示情報の信頼性が向

上。
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算出手法の課題
算定対象外とした活動量の把握が煩雑・困難なものについては継続的に
精査が必要
⇒ その排出量が全体に占める影響度を検証し、算定事例の収集・分析により、活動量
の把握の煩雑さを踏まえた算定方法の整備が必要。

（例） ・施工パッケージ型でパッケージ化された機械・労務・材料の内訳
・材料費に運搬にかかる費用が含まれている場合の、運搬距離や運搬車両の種類
・共通仮設費、現場管理費にあたる活動で、工事積算において率計上されるもの

既存データベースは必ずしも建設現場に適した排出原単位になっていない
⇒ 建設現場の実態と整合する排出原単位の充実が望まれる。
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Chapter 4

今後の取組の提案
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公共工事の品質確保の促進に関する法律 改正

○公共工事の品質確保の促進に関する法律 改正 （2024（令和6）年6月19日公布）
基本理念規定の改正（第三条関係）
５ 公共工事の品質確保に当たっては、脱炭素化に向けた技術又は工夫が活用されるように配慮されなければな
らないものとすること。

 発注者等の責務規定の改正（第七条関係）
１ 発注者は、発注関係事務を、次に定めるところによる等適切に実施しなければならないものとすること。
(2) 価格に加え、工期、安全性、生産性、脱炭素化に対する寄与の程度その他の要素を考慮して総合的に価
値の最も高い資材、機械、工法等を採用するに当たっては、これに必要な費用を適切に反映した積算を行うこと
により、予定価格を適正に定めるとともに、公共工事等の発注に関し、経済性に配慮しつつ、総合的に価値の最も
高い資材等を採用するよう努めること。

衆議院ウェブページ https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g21305017.htm

第213回通常国会審議
令和6年6月19日公布

○附帯決議 （参議院国土交通委員会 2024（令和6）年6月1１日）
四 民間事業者等による新技術の研究開発を促進するとともに、公共工事等においてその活用を推進すること。特
に、脱炭素化に対する寄与の程度等を考慮して総合的に価値の最も高い資材や工法等を適切に採用するため、
ガイドラインの作成や取組事例に係る情報収集等を行うこと。

脱炭素化に対する寄与の程度等を考慮して
総合的に価値の最も高い資材や工法等を適切に採用
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建設現場に関するCNアクションプラン（策定予定）
国土交通省の直轄土木工事現場においてＣＮの取組を進め、ＣＮの技術開発を牽引する
予定。
現場からの直接的な排出である建設機械からの排出削減及びセメントの主要な利用先であ
るコンクリートの排出削減に注力しつつ、CO2排出削減効果を公正に評価（価値化）する
ことを目指し、アクションプランを策定する予定。

資料） 社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会 技術部会 分野横断的技術政策 WG（第１回）（令和６年６月１４日）
【資料2】分野横断的技術政策での主な論点について https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/kanbo08_sg_000327.html
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今後の取組に対するJICEからの提案
1. 建設現場のサプライチェーン排出量の可視化

• まずは、工事積算から活動量を把握できる範囲で既存の排出原単位を活用。
• 様々な構造物、工種で算定事例を収集・分析し、算定の精度を段階に高めていく。
• 直轄土木工事の算定から試行開始。

2. 建設分野の排出原単位データベースの整備
• 排出原単位の算定手法の信頼性・透明性の確保、更新の継続性が欠かせない。その

ため、排出量算定ルール（PCR）の確立や、排出原単位の第三者認証制度が必要。

3. 排出量算定のオートメーション化
• 働き方改革の中で、脱炭素の算定が新たな現場の業務負担になってはならない。
• 現場の手作業による集計・算定（マニュアル）を前提としない、自動算定ツールの開

発によるオートメーションが不可欠。

4. 脱炭素調達に向けたVFMによる評価手法の確立
• 設計より上流工程で、発注者が持続可能なインフラに求める性能を新たに定義。
• 工事入札時や工事完成時に、 VFMのValue（価値）の１つとして脱炭素を適切・

公平に評価。
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インフラの「サステナビリティ要求性能」

サステナビリティ要求性能サステナビリティ要求性能

設計

工事

要件定義

システムを動かすため
の仕様を定義

設計

製造

要求定義
システムに求める仕様
を定義

（参考）
システム開発

これからの
インフラ整備

設計

工事

共通仕様書

これまでの
インフラ整備

• 出来形
• 材料品質

など

共通仕様書

社会的要求

大量に安くインフ
ラを供給

「早く」 「安く」
「大量」に

インフラ供給

仕様規定

サステナビリティへの要求
長寿命化、自動化

循環経済（CE)、脱炭素（CN)、自然（NP)

工法等材料等

“総合的に価値
の最も高い資
材、機械、工法
等を採用”する
ための仕組み

発注者が
持続可能なインフ
ラを整備するため
の仕様を定義



ご清聴ありがとうございました


